
　

４
月
１
日（
月
）か
ら
、
国
民

年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
出
産

を
行
っ
た
際
に
、
出
産
前
後
の

一
定
期
間
の
保
険
料
が
免
除
さ

れ
る
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

　

産
前
産
後
期
間
の
免
除
は
、

将
来
、
年
金
を
受
給
す
る
際
に

納
め
た
期
間
と
し
て
計
算
さ
れ

ま
す
。

対
象
と
な
る
方

・ 

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

で
、
出
産
日
が
平
成
31
年
２

月
１
日
以
降
の
方

保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
期
間

▼ 

単
胎
妊
娠
の
場
合

　

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日

の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
か

月
間

▼ 

多
胎
妊
娠
の
場
合

　

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日

の
属
す
る
月
の
３
か
月
前
か
ら

６
か
月
間

※ 

出
産
と
は
、
妊
娠
85
日（
４

か
月
）以
上
の
出
産
で
、
死

産
・
流
産
・
早
産
さ
れ
た
方

も
含
み
ま
す
。

付
加
保
険
料
の
納
付
が
で
き
ま
す

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

の
方
は
、
定
額
保
険
料
に
付
加

保
険
料（
月
額
４
０
０
円
）を
上

乗
せ
し
て
納
め
る
こ
と
で
、
受

給
す
る
年
金
額
を
増
や
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

産
前
産
後
期
間
は
、
国
民
年

金
保
険
料
は
免
除
さ
れ
ま
す
が
、

付
加
保
険
料
は
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

付
加
保
険
料
の
納
付
を
希
望

す
る
方
は
別
途
申
請
が
必
要
で

す
の
で
、
住
民
課
国
保
年
金
班

ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

産
前
産
後
免
除
の
申
請
方
法

申
請
先

　

住
民
課
国
保
年
金
班

申
請
受
付

　

出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か

ら
申
請
で
き
ま
す
。

※ 

た
だ
し
、
申
請
受
付
は
４
月

１
日（
月
）か
ら
と
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
請
書
類

　

申
請
書
は
、
４
月
１
日（
月
）

か
ら
住
民
課
ま
た
は
年
金
事
務

所
に
備
え
付
け
ま
す
。

▼
出
産
前
に
申
請
す
る
場
合

　

出
産
予
定
日
が
分
か
る
母
子

健
康
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

▼
出
産
後
に
申
請
す
る
場
合

　

出
産
日
は
住
民
課
で
確
認
で

き
る
た
め
、
母
子
健
康
手
帳
な

ど
は
原
則
不
要
で
す
が
、
被
保

険
者
と
お
子
さ
ん
が
別
世
帯
の

と
き
に
は
、
出
生
証
明
書
な
ど

の
出
産
日
と
親
子
関
係
が
分
か

る
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

千
葉
年
金
事
務
所

☎
０
４
３（
２
４
２
）６
３
２
０

住
民
課
国
保
年
金
班

☎（
84
）１
２
１
４

　国民年金保険料の納付について、退職（失業）により保険料を納めることが難しくなった場合は、申請

により免除または猶予される制度があります。

　通常の免除・猶予申請は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が審査対象になりますが、退職（失業）時

の特例免除では、退職（失業）者の所得が審査対象から除外されます。

※ 退職（失業）者以外に一定額以上の所得がある方がいる場合は、特例免除は認められませんので、ご注
意ください。

◎申請に必要なもの

・個人番号（マイナンバーカード・通知カード等）または基礎年金番号（年金手帳等）が分かるもの
・印かん
・ 失業していることが確認できる公的機関の証明書の写し（雇用保険受給資格
者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等）

千葉年金事務所　　☎043－242－6320　
　住民課国保年金班　☎84－1214

国民年金保険料 退職（失業）による特例免除

４
月
１
日
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
の
産
前
産
後

期
間
の
保
険
料
免
除
制
度
が
始
ま
り
ま
す

2019.3.17


